
（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 佐賀市 自治体コード 412015 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

弁護士による高度な相談への対応 1,200 - 600 委託料（消費生活相談業務）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

報償費（報償金）、需用費（消耗品費、印刷製本費）、役
務費（広告料）、委託料（広報啓発、文書配布）、備品購
入費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

弁護士による高度な相談への対応充実、各種啓発講座
の開催充実、啓発用グッズ等の購入、相談窓口等の周
知啓発、全世帯住民に対する啓発活動等

3,400 2,120 1,280 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

合計 4,600 2,120 1,880 - 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存） 弁護士による高度な相談への対応（月2回）

（強化） 弁護士による高度な相談への対応（月４回）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 啓発用チラシ等の購入

（強化）
弁護士夜間相談会の実施（月1回）、消費生活講座の開催（年5回）、消費生活相談員による出前講座の開催（年4回)、啓発用グッズ等の購入、相談窓口等の周知啓発、全
世帯住民に対する啓発活動等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

千円

前年度の消費者行政予算 16,815               千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 17,217               

うち交付金等対象経費 1,739              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 15,076             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 19,582               千円

うち交付金等対象経費 4,000              千円

20年度差 -1,635             千円 前年度差 506                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 15,582             千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

処遇改善の取組 具体的内容

相談員総数 4            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 4            人 今年度末予定

人

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 4            人 今年度末予定 相談員数 4            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 750 323 286 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

167,500円(A４両面ｶﾗｰﾁﾗｼ全戸配布24,000部)×2回
このうち、太良町負担分は、335,000円*1/5＝67,000円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

教育・啓発パンフレット等作成費 90 45 45 

関東方面1回70,000円、福岡市2回15,000円、九州圏内1
回35,000円
このうち、太良町負担分は、120,000円×1/5＝24,000円

⑧消費生活相談体制整備事業 相談日・相談時間の拡充 630 263 226 
（相談日の拡充）毎月1回から毎週水曜日
（相談時間の拡充）9：30～16：30へ　1時間延長

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員の研修参加旅費 24 12 12 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

相談業務用参考図書

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

相談対応の強化のための参考図書購入 6 3 3 

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 太良町 自治体コード 414417 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし。

（強化） Ｈ25に佐賀県南西部消費者行政連携協議会を設立し、平日は毎日相談窓口を開設できるよう拡充。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし。

（強化） 教育・啓発に使用するパンフレット等の作成。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 相談員は所属する「特定非営利活動法人消費生活相談員の会さが」が負担する旅費で研修に参加。

（強化） 相談員が研修に参加。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

（既存） なし。

（強化） 消費生活相談の複雑化、高度化に対応するため、参考図書を購入し、相談体制の強化を図る。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 30                  千円 前年度差 5                    千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 156                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 765                    千円

うち交付金等対象経費 609                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 151                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 597                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 748                    千円

対象人員数計 追加的総費用

1        489         

平成20年度の消費者行政予算 126                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        264     

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定

人



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 674 216 191 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

冊子４００部　 80,000円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

中高生向け消費生活読本の製作及び配布 80 50 30 

旅費　 60,000円

⑧消費生活相談体制整備事業 534 134 133 委託料　 534,000円　（町267千円、県補助金267千円）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

60 32 28 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 白石町 自治体コード 041425 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 月に２日の消費生活相談日を設置

（強化） 月に４日の消費生活相談日を設置

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 町広報誌に相談日の案内を掲載

（強化） 既存事業に加え、ネット環境が普及する中学３年生を対象とした冊子を製作及び配布する

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） －

（強化） 消費生活相談員の国民生活センター研修事業への参加支援

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 25                  千円 前年度差 -6                  千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 277                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 684                 千円

うち交付金等対象経費 407                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 283                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 341                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 624                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1        267         

平成20年度の消費者行政予算 252                 

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        144     

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

①報酬の向上

②研修参加支援 ○
消費生活相談員のスキル向上の為、国民生活センターの主催する研修事業への旅費等の支
援を行う。

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1 人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定

人



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 401 94 83 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

⑧消費生活相談体制整備事業
相談窓口の増設を図り、相談員の報酬を向上させ
る。

401 94 83 相談日窓口を16日分増設し、1回あたりの報酬を向上。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 江北町 自治体コード 414247 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談日数20日、10,500円/回

（強化） 相談日を16日増設し、相談日36日で月3回相談窓口を設置する。11,124円/回

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 14                  千円 前年度差 -                    千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 229                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 406                    千円

うち交付金等対象経費 177                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 229                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 241                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 470                    千円

対象人員数計 追加的総費用

1        177         

平成20年度の消費者行政予算 215                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        96      

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定

人



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 521 161 170 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害及び予防法を毎月発行の町広報に追
加
ページで掲載し、なおかつ相談日と県消費者相談
窓口を明記し、年三回実施する。

120 120 

⑧消費生活相談体制整備事業 毎月三回、大町町役場内で消費生活相談を行う。 401 161 50 

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 大町町 自治体コード 414239 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 大町町の広報に消費者啓発ページの掲載を年2回行い消費者被害の拡大を防ぐ。

（強化） 大町町の広報に消費者啓発ページの掲載を年3回することで幅広い世代の人たちの未然防止と拡大防止を図る。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

c  

20年度差 14                  千円 前年度差 21                  千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 210                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 521                    千円

うち交付金等対象経費 311                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 189                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 289                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 478                    千円

対象人員数計 追加的総費用

1        211         

平成20年度の消費者行政予算 196                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        114     

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 無

前年度における雇止めの有無

③就労環境の向上

④その他

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定

1            人



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 1,952 752 665 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

講師謝金50、啓発用資料317、啓発用色紙6

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者教育の講師招魂、啓発・啓蒙チラシ等の配
布

388 373 

相談員研修支援

⑧消費生活相談体制整備事業 相談日開設の拡大 1,484 299 665 委託料

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員の研修参加支援 69 69 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

書籍等

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

専門書籍等の購入 11 11 

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 有田町 自治体コード 414018 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 週1回　毎週木曜日（9：30～16：30）相談員を配置し、相談窓口を開設（6時間）　10,800円×48回＝518,400円

（強化） 週2回　毎週火・木曜日（8：30～1７：15）相談員を配置し、相談窓口を開設（8時間）　14,832円×100回＝1,483,200円

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化） 消費者教育のための講師招魂、啓蒙・広報活動のためのチラシ配布

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化） 相談員研修支援

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

（既存）

（強化） レベルアップのための書籍購入



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 27                  千円 前年度差 -31                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 535                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 1,952                 千円

うち交付金等対象経費 1,417              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 566                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 1,359              千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,925                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1        964         

平成20年度の消費者行政予算 508                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        512     

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上 ○ 専門書籍の購入

④その他

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国民生活センターが主催する消費生活相談員専門講座への参加

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定

人



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 534 215 185 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

⑧消費生活相談体制整備事業
消費生活相談業務を専門とする特定非営利活動
法人に委託し、定期的に相談室を設ける。

534 215 185 11,124円×1人×4回/月×12月＝533,952円

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 玄海町 自治体コード 413879 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 現在、毎週1回（月4回）、相談員が受け付けるが、多くても2件くらいで、ゼロの日もある。特に混雑は見られない。

（強化） 更に広報に力を入れ、充実した相談室となるよう法人とも連携していく。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -57                 千円 前年度差 -                    千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 134                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 534                    千円

うち交付金等対象経費 400                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 134                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 400                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 534                    千円

対象人員数計 追加的総費用

1        534         

平成20年度の消費者行政予算 191                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        288     

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 無

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 佐賀県及び国民センター等が実施する相談員対象のスキルアップのための研修会に2回程度参加させる。

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定

人



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 1,617 569 420 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

・出前講座の講師謝金　10千円×10回
・周知用色上質紙、カラープリンタートナー
・パフォーマンスチャージ料

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

・消費者保護のために周知広報の発行、消耗品の
購入

339 254 46 

・研修旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 ・相談窓口の強化（毎週月曜日、水曜日実施） 1,034 250 250 ・相談窓口開設増分の委託費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

・相談員、職員の県外研修への参加支援 170 50 70 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

・図書購入費　20千円
・LAN配線工事費　54千円

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

・窓口強化のための体制整備
・相談室のLAN配線工事

74 15 54 

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 41 自治体コード 413461 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） ・毎週1回、（水曜日）消費生活相談窓口を設置して、相談窓口を開設する。

（強化） ・毎週2回、（月曜日・水曜日）消費生活相談窓口を設置して、相談窓口を開設する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） ・消費者啓発広報の発行（チラシ作製）

（強化） ・消費者啓発広報の発行（チラシ作製）、出前講座の開催（10回）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） ・スキルアップのための研修への参加支援の実施

（強化） ・スキルアップのための研修への参加支援の増加

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

（既存） ・なし

（強化） ・LG回線を利用して、PIO-NETの円滑な利用を行うためにパソコンLAN整備を実施する。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 114                 千円 前年度差 -21                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 629                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 1,618                 千円

うち交付金等対象経費 989                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 650                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 824                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,474                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1        500         

平成20年度の消費者行政予算 515                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        270     

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ ・相談員等スキルアップのため研修会への参加支援を行う。

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定

人



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 267 71 62 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

⑧消費生活相談体制整備事業
消費生活相談など消費者行政機能を強化するた
めの人的体制を整備する

267 71 62 
消費生活相談業務委託料 相談日：月に2日
1日＠10,300×1.08＝11,124　11,124×24日＝266,976

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 上峰町 自治体コード 413453 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談業務委託事業（20年度は０）

（強化） 消費生活相談業務委託事業　相談日：1日6ｈ×月2回

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 8                    千円 前年度差 -                    千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 134                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 267                    千円

うち交付金等対象経費 133                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 134                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 133                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 267                    千円

対象人員数計 追加的総費用

1        267         

平成20年度の消費者行政予算 126                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        144     

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 消費者行政担当者が消費者行政に係る研修に参加することを支援する

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定

人



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 776 270 238 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

パンフレット・チラシの購入費用

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

啓発チラシの配布 61 30 30 

研修参加のための、交通費・宿泊費・資料代

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の配置 567 165 135 消費生活相談員の人件費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

研修参加費用の支援 137 69 68 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

書籍購入費用

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

相談窓口の書籍の購入 11 6 5 

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 基山町 自治体コード 413411 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費相談窓口を月2回開設。

（強化） 平成21年度から消費生活相談窓口を週1日に増やした。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） パンフレットやチラシを購入し、成人式で配布することで、消費者教育・啓発の強化を図る。

（強化） 前年度からの啓発活動を継続し、引き続き消費者教育・啓発の強化を図る。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 研修日が窓口開設日に当たった場合であっても、勤務として扱い、研修への参加をしやすくする。

（強化） 研修参加のための、交通費・宿泊費・資料代を支援することで、相談員のレベルアップを図る。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

（既存） 消費者相談を、月２回会議室において開催

（強化） 書籍を充実させることで、消費生活行政における新しい事例や、法律の変更などに対応し、相談機能の強化を図る。　



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 107                 千円 前年度差 -                    千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 268                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 776                    千円

うち交付金等対象経費 508                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 268                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 505                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 773                    千円

対象人員数計 追加的総費用

1        301         

平成20年度の消費者行政予算 161                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        162     

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 研修参加のための、交通費・宿泊費・資料代の支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定

人



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 165 87 76 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

・啓発グッズ作成　34,000円、司法書士謝金　129,000円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のための啓発及び司法書士によ
る無料相談の開催

165 87 76 

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 吉野ヶ里町 自治体コード 413275 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化）
消費者トラブル未然防止のための啓蒙グッズを作成・配布し、消費者問題を身近な存在としてとらえられるよう啓発を強化する。
司法書士による無料相談を開催し、高度な専門相談への対応を強化する。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 44                  千円 前年度差 -3                  千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 569                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 732                    千円

うち交付金等対象経費 163                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 572                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 305                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 877                    千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 525                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定

人



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 1,416 484 400 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

消費者セミナー講師謝金　6,000円×2時間＝12,000円
Ａ４色用紙3,000円×1.08×3箱＝9,720円
Ａ４コピー用紙2,000円×1.08×6箱＝12,960円
中学生もみんな消費者　154円×1.08×1,000部＝
166,320円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者団体との協力や啓発品等を利用し、消費者
の役割、消費生活に必要な知識の習得、消費生活
の安定向上を図るための情報を発信する。

201 100 100 

研修参加費（東京都2日間）
交通費46,000円＋都内交通費5,300円＋日当4,400円
＋宿泊費10,900円
研修参加費（広島県2日間）
交通費20,000円＋日当4,400円＋宿泊費10,900円

⑧消費生活相談体制整備事業
消費生活相談窓口開設日を増やして強化した相
談体制を維持する。消費生活相談員の処遇改善
のため増額した報酬額を維持する。

1,113 323 260 
10,300円×1.08×51日＝567,324円（金曜日）
300円×1.08×49日＝15,876円（火曜日増額分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費生活相談員等の専門・事例講座等への参加
を支援する。

102 61 40 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 神埼市 自治体コード 041049 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談窓口を週1日開設。報酬の日額単価10,000円。

（強化） 平成22年度から消費生活相談窓口を1日増やし、週2日開設。平成26年度から報酬の日額単価を300円増額し、10,300円に設定。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 取り組みなし

（強化） 消費者トラブル防止のため、啓発資料の配布やセミナーを実施する。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 取り組みなし

（強化） 専門・事例講座等への参加支援

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 28                  千円 前年度差 -15                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 612                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 1,496                 千円

うち交付金等対象経費 884                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 627                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 1,020              千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,647                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1        583         

平成20年度の消費者行政予算 584                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        255     

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 消費生活相談員レベルアップのため研修参加を支援し、今後の相談業務につなげる。

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 -            人 今年度末予定 相談員数 -            

処遇改善の取組 具体的内容

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 -            人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定

-            人



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 1,173 622 551 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

・協議会予算 チラシ335千円（うち嬉野市2/5 134千円）
・　〃　　カラー用紙21千円（　　　　〃　　　　　8千円）
・　〃　　　のぼり旗98千円（　　　　 〃          39千円）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

年に２回、消費生活啓発チラシを全戸配布
チラシ印刷に使用するカラー用紙の購入費
消費啓発ののぼり旗の購入費

181 181 

協議会予算 旅費120千円（うち嬉野市2/5 ４８千円）

⑧消費生活相談体制整備事業
相談窓口の既存開設日数の増（週１回から２回へ）及び開設時
間の延長（１時間） 及び及びPIO-NET2015のLGWAN利用の

際に必要となる端末の購入費
932 441 491 

・（時給1854円×H27火曜48日）＋（日当12978円×H27木曜51
日）＝88,992＋661,878≒750千円
・PIO-NET端末購入費　182千円

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員のスキルアップのための各種研修会参加に
かかる旅費等

48 48 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

・協議会予算　参考図書３１千円（うち嬉野市2/5 12千
円）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

消費生活相談の参考図書購入費 12 12 

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 嬉野市 自治体コード 412091 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談窓口を毎週１回（塩田庁舎と嬉野庁舎で交互に開設）開設

（強化）
消費生活相談窓口を毎週２回（塩田庁舎は火曜日、嬉野庁舎は木曜日）開設及び開設時間も１時間延長　・　PIO-NET2015のLGWAN利用に必要となる
端末の整備

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 消費生活啓発チラシ作成（全戸配布・年2回）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 相談員は所属する「特定非営利活動法人消費生活相談員の会さが」が負担する旅費で研修に参加。

（強化） 相談員が研修に参加。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

（既存） なし

（強化） 消費生活相談の複雑化、高度化に対応するため、参考図書を購入し、相談体制の強化を図る。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 5                    千円 前年度差 -71                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 540                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 1,713                 千円

うち交付金等対象経費 1,173              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 611                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 885                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,496                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1        932         

平成20年度の消費者行政予算 535                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        405     

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他 ○ PIO-NET2015のLGWAN利用に必要となる端末の配備

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 相談員のスキルアップのための各種研修会参加にかかる旅費等

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定

人



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 2,751 353 396 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

教材作成・購入費（くらしの豆知識500部）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者の育成、被害防止のための冊子を作成す
る。

146 70 76 

東京（１泊２日）２回

⑧消費生活相談体制整備事業
相談日を週４日として、一日の相談時間を１時間延
ばす。

2,491 230 259 
・基金事業（相談日の増＠11,124円×12日＝133,488円）
相談時間延長＠1,854円×192日＝355,968円）　計489,456円

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費生活相談員のスキルアップを図るため、国民生活セ
ンターの研修を受講し、相談業務の充実を図る。

114 53 61 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 小城市 自治体コード 412082 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談日は、年間１８０日で１日６時間勤務。

（強化） 相談日を週４日とし、１日の相談時間を１時間延長する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 出前講座等で配布するパンフレットは、県・国民生活センターの分を使用している。

（強化） 出前講座等でわかりやすく活用しやすい消費生活についての冊子を購入し、参加者（市民）に配布する。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） ー

（強化） 国民生活センター研修を受講する。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 12                  千円 前年度差 -39                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 2,039              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 -                       千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 2,788                 千円

うち交付金等対象経費 749                 千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象外経費 2,078              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 -                       千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 767                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 2,807                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1        489         

平成20年度の消費者行政予算 2,027                 

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間） ・相談日の増：７時間×12日=84時間
・相談時間の増：1時間×192日=192時間
計276時間1        276     

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催の研修会に参加し、スキルアップを図っていく。

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定

人



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 1,502 346 306 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

・協議会予算 チラシ335千円（うち鹿島市2/5 134千円）
・　〃　　カラー用紙　 21千円（　　　　〃　　　　　　　8千
円）
・　〃　　　のぼり旗　　98千円（　　　　 〃       　   39千

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

年に２回、消費生活啓発チラシ　全戸配布
チラシ印刷用　カラー用紙の購入費
消費啓発キャンペーン用　のぼり旗の購入費

181 91 90 

協議会予算 旅費120千円（うち鹿島市2/5 48千円）

⑧消費生活相談体制整備事業
（相談日の拡充）
第２・４月曜日、毎週金曜日から毎週月・金曜日
（相談時間の拡充）9：30～16：30から9：00～17：00

1,261 225 186 

委託料12,978円*243日*1人=3,153,654円
（千円未満切上→3,154,000円）
（内鹿島市負担金=3,154,000*2/5=1,261,600円）
　・補助金
　　　相談日増加分12,978円*21日=272,538円
　　　相談時間延長分1,854円*75日*1時間=139,050円
　　　　合計411,538円（千円未満切捨→411,000円）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員の研修参加旅費 48 24 24 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

・協議会予算　参考図書３１千円（うち鹿島市2/5 12千円）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

相談対応の強化のための参考図書購入 12 6 6 

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 鹿島市 自治体コード 412074 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし。

（強化） Ｈ25に佐賀県南西部消費者行政連携協議会を設立し、平日は毎日相談窓口を開設できるよう拡充。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし。

（強化） 教育・啓発に使用するパンフレット等の作成。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 相談員は所属する「特定非営利活動法人消費生活相談員の会さが」が負担する旅費で研修に参加。

（強化） 相談員が研修に参加。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

（既存） なし。

（強化） 消費生活相談の複雑化、高度化に対応するため、参考図書を購入し、相談体制の強化を図る。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -9                  千円 前年度差 -10                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 850                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 1,502                 千円

うち交付金等対象経費 652                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 860                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 562                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,422                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1        411         

平成20年度の消費者行政予算 859                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        222     

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定

人



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 7,853 1,426 2,500 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

出前講座謝金(100）、啓発物品(チラシ等）（５３）、ポケッ
トティッシュ（９０）、回覧板（６８２）、レーザーポイント（１０）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のため啓発 935 782 

旅費（２００）
資料（10）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の配置増 6,688 434 2,500 欣未時間及び勤務日数の拡大・配置・増員経費（6,688）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員等の資質向上のための研修参加支援 210 210 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

書籍購入等（２０）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

消費生活センター移転に伴う整備充実 20 

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 武雄市 自治体コード 412066 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 毎週月～金曜日（土日祝日、年末年始をのぞく）消費生活相談員を配置し、相談窓口を開設。

（強化）
毎週月～金曜日（土日祝日、年末年始をのぞく）消費生活相談員を配置し、相談時間を延長。さらに相談員2名体制で相談窓口を開設し、訪問型消費生
活相談及び啓発活動を行う。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 消費者被害を防止するため出前講座等の実施

（強化） 消費者被害を防止するため出前講座の内容を充実するため、啓発資料等の作成

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 国民生活センター等主催の研修参加については、参加者（相談員等）の個人負担

（強化） 国民生活センター等主催の研修参加に参加者（相談員等）が参加できるよう旅費を支援

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

（既存） 消費生活相談窓口を月～金曜日に開設

（強化） 消費生活相談窓口の維持・充実を図り、相談者に配慮した環境作りに取り組む



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 794                 千円 前年度差 313                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 3,040              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 6,966                 千円

うち交付金等対象経費 3,926              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 2,727              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 4,235              千円

千円

前年度の消費者行政予算 6,962                 千円

対象人員数計 追加的総費用

2        4,063      

平成20年度の消費者行政予算 2,246                 

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2        3,096  

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 無

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 旅費支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定 相談員数 2            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

相談員総数 2            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定

人



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 3,868 1,202 1,065 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

新成人者等へ啓発冊子配布。中学生への消費者教育
冊子配布。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者トラブル被害防止のための啓発 516 516 

消費生活相談員・行政職員の研修会参加費。

⑧消費生活相談体制整備事業 消費者相談窓口の拡大 3,153 487 1,065 
窓口開設日を週3日から週5日へ拡大。平成25年8月か
ら相談員の勤務時間を6時間から7時間に延長。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

研修会参加 196 196 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

参考書籍の購入。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

相談を充実させるための資料の購入 3 3 

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 伊万里市 自治体コード 412058 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談日を週３日（月・水・金）実施している。

（強化） 消費生活センターを設置し、消費生活相談日を週５日（月～金）実施。平成２５年８月から相談員の勤務時間を６時間勤務から７時間に延長する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 新成人者等へ啓発冊子を配布。中学生を対象に消費者教育冊子を配布。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） なし

（強化） 消費生活相談員・行政職員の研修会への参加

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

（既存） なし

（強化） 相談の充実のため、必要な参考資料の購入



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -209               千円 前年度差 62                  千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,879              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 4,146                 千円

うち交付金等対象経費 2,267              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,817              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 2,027              千円

千円

前年度の消費者行政予算 3,844                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1        1,551      

平成20年度の消費者行政予算 2,088                 

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        837     

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上 なし

④その他 なし

①報酬の向上 なし

②研修参加支援 なし

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定

人



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 2,146 848 752 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

需用費（印刷製本費）
啓発用相談窓口紹介付きメモ帳作成　32,400円
啓発用相談窓口連絡先ステッカー作成　140,400円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

相談窓口周知及び啓発活動のため啓発グッズを
作成し配布する。

173 173 

旅費
費用弁償旅費：相談員（1名）の消費生活相談に関する
研修参加　234,000円
普通旅費：担当職員（2名）の消費生活相談に関する研
修参加　25,000円

⑧消費生活相談体制整備事業

相談員（1名）の窓口勤務日数拡大
〔週1日（既存）→平成21年度～週2日、平成27年度～週
3日〕
報酬の向上

1,714 416 752 

消費生活相談員配置委託料
週3日のうち既存事業（月曜日)＋予備日4日を除く
＠11,124円／日×105日（水・木曜日＋予備日6日）＝
1,168,020円

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員（1名）、消費者行政担当職員（2名）の研修
参加支援

259 259 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 多久市 自治体コード 412040 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存） 週1日（月曜日）消費生活相談員を配置し、火曜日から金曜日までは担当職員で相談に対応

（強化）
相談員を平成21年度からは週2日（月・木曜日）配置、平成27年度からは週3日（月・水・木曜日)配置し、相談員配置日以外（火・金曜日）は担当職員で相
談に対応。報酬の向上。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 市民便利帳・市報及び出前講座等で相談窓口の周知、被害の未然防止のための啓発

（強化）
相談窓口・電話番号等が印刷された啓発グッズを作成し、出前講座・市内店舗の店頭等で配布する。また、地域包括支援センターと連携し見守りの必要な
高齢者宅へ、ステッカー（相談窓口・電話番号）等を配布し、より一層の相談窓口の周知及び被害未然防止ための啓発を行う。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 相談員及び担当職員は遠方開催の研修が自費での参加となるので、受けられる研修が限られている。

（強化） 相談員及び担当職員がより高度な知識を身につけるための研修に参加できるように旅費を支援

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -102               千円 前年度差 -192               千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 612                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 2,212                 千円

うち交付金等対象経費 1,600              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 804                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 757                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,561                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1        1,168      

平成20年度の消費者行政予算 714                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        630     

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

①報酬の向上 ○ 報酬r単価の改定＠10,000円→＠10,300円

②研修参加支援 ○ 旅費の都合で行くことができなかった県外の研修に参加できるよう旅費等を支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定

人



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 5,866 1,736 1,449 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

地域住民への消費者啓発に係る経費（チラシ作成代）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

消費生活メイトの活動支援 3 1 2 消費生活メイトの活動に係る経費（保険代）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

地域住民への消費者啓発 23 10 13 

消費者行政に係る研修参加に必要な旅費、研修費

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の配置 5,384 1,453 1,250 消費生活相談員増員に係る経費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

国民生活センター主催等研修への参加を支援 456 272 184 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 鳥栖市 自治体コード 412031 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存） なし

（強化） 消費生活メイトによる啓発活動の実施

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員の配置：常時１名体制

（強化） 消費生活相談員の配置：常時２名体制

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 消費者啓発チラシ作成

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） なし

（強化） 消費生活相談員及び消費者行政担当職員の研修参加を支援

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 986                 千円 前年度差 -                    千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象外経費 2,683              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

今年度の消費者行政予算 5,868                 千円

うち交付金等対象経費 3,185              千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象外経費 2,683              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

うち交付金等対象経費 4,004              千円

千円

前年度の消費者行政予算 6,687                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1        2,703      

平成20年度の消費者行政予算 1,697                 

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,701  

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催等研修への参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定 相談員数 2            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

相談員総数 2            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定

人



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 7,926 683 605 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

啓発用チラシ等308,014円　講師謝礼金3,000円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

出前講座講師謝礼金他啓発用チラシ等購入費 312 157 155 

旅費・受講料相当額

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員時間延長分 7,539 451 450 １時間延長分　1,854円/1時間×243日×2名

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

国民生活センター主催の研修会への参加支援 63 63 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

参考資料等11,400円

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

参考資料等購入 12 12 

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 唐津市 自治体コード 041023 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談時間９：００～１７：１５

（強化） 時間延長に伴う相談員委託料増加分（８：３０～１７：１５）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 出前講座講師謝礼金他啓発用チラシ等購入費

（強化） 特に啓発が必要な年代を選択し出前講座等、効果的な啓発を行う

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 国民生活センター主催の研修会への参加支援

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

（既存）

（強化） 参考資料等購入



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

#

20年度差 639                 千円 前年度差 98                  千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 13,700             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 14,988               千円

うち交付金等対象経費 1,288              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 13,798             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 1,185              千円

千円

前年度の消費者行政予算 14,983               千円

対象人員数計 追加的総費用

2        901         

平成20年度の消費者行政予算 13,051               

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2        486     

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 3            人 今年度末予定 相談員数 3            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

相談員総数 3            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 3            人 今年度末予定

人


